
 

 

 市による条例提案の流れについて （標準例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※政策的判断を有する条例の場合の標準的事務手続きを例示 

※場合により上記の期間は、1 年以上を費やすこともある。 

年間の提出予定議案の全庁への事前調査(総務課:前年度末頃) 

事前調査のとりまとめ・対象の把握 

総務課ヒアリング 

担当所管と総務課との調整及び法令審査 

庁内意思決定のための会議（庁議案件） 

パブリック・コメントの実施（約 1 カ月） 

パブコメ意見集約／再検討・修正 

議案として議会に上程 

約３カ月 

約３カ月 
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